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次のとおり、企画競争について公示します。 

 

                           公 示 第 ４５  号 

平成２６年 ３月２８日 

 

支出負担行為担当官            

千葉労働局総務部長 蒲生 光行      

 

１ 企画競争に付する事項 

 (1) 件  名 平成 26 年度一体的実施事業 

 (2) 実施主体 千葉労働局職業安定部職業安定課 

〒260-8612 

千葉県千葉市中央区中央４－１１－１千葉第二地方合同庁舎４階 

 (3) 事業概要 地域の実情に応じた雇用対策を実施するため、千葉労働局が千葉県

とともに策定する一体的実施事業運営計画の内容に応じて、当該地

域において適切と認められる民間団体に対し、千葉県内に就職を希

望する求職者等への就職支援に関する事業を委託するもの。 

 (4) 仕  様 一体的実施事業企画競争仕様書による。 

 

２ 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

 (1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者

であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため

に必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 

 (2) 予算決算及び会計令第 71 条に該当しない者であること。 

  (3) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 

  (4) 次に掲げるすべての事項に該当する者であること。 

   なお、参加資格における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法

（昭和 23 年法律第 25 号）第 193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則（昭和 38 年大蔵省令第 59 号）で定められた用語のうち「親

会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 

  ア 企画書提出時において、過去５年間に職業安定法（昭和 22 年法律第 141 号）

又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法

律（（昭和 60 年法律第 88 号）（第三章第四節の規定を除く。））の規定又は

これらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと。（これらの規

定に違反して是正指導をうけたもののうち、企画書提出時までに是正を完了し

ているものを除く。） 



  イ  労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未

適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと。(企画書提出時等において、

直近２年間の保険料の未納がないこと。) 

  ウ 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律 123 号）に基づく障害

者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、

又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向け

て障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 

  エ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号）に基づく

高年齢者雇用確保措置を講じていること。 

  オ 企画書提出時において、過去３年間に上記以外の法令等違反があり、社会通

念上著しく信用を失墜しており、本事業の実施に支障を来すと判断される者で

ないこと。  

 (5) 就職支援、求人情報提供、職業紹介事業又は経営コンサルティングに係る実績

があり、又は、実績が見込まれること。 

 (6) 千葉県からの推薦を受けていること。 

 

３ 契約候補者の選定方法 

  「一体的実施事業企画書募集要領」及び「一体的実施事業企画競争仕様書」に基

づき、提出された企画書等について審査を行い、契約候補者として１者を選定する。 

 

４ 企画競争説明書を交付する日時及び場所 

 (1) 日  時 平成２６年 ３月２８日（金）～４月１５日（火） 

        平日８：３０～１７：１５（但し、１２：００～１３：００除く） 

 (2) 場  所 千葉労働局職業安定部職業安定課 職業紹介係 

        千葉市中央区中央 4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 ４階 

 

５ 企画競争に係る説明会の開催 

  本事業及び企画競争に関する説明会を実施する。 

(1) 日  時 平成２６年 ４月 ９日（水）１３時３０分 

(2) 場  所 千葉労働局職業安定部会議室 千葉第二地方合同庁舎 ４階 

 

６ 企画書等の提出期限 

  平成２６年 ４月１６日（水）１６時 

 

７ その他 

 (1) 本入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 (2) 契約保証金 

   免除 

 (3) 企画書の無効 



   本公示に示した競争参加資格のない者の提出した企画書、企画競争参加事業者

に求められる義務を履行しなかった者の提出した企画書、その他の競争参加の条

件に違反した者の企画書は無効とする。 

 (4) 契約書作成の要否 

   要 

 (5) 事業所の選定方法 

   労働局職業安定部職業安定課を事務局とする企画審査委員会において、企画書

をもとに、総合的に審査し、決定する。 

 (6) その他 

詳細は「一体的実施事業企画書募集要領」及び「一体的実施事業企画競争仕様

書」による。 

 

８ 企画提案会の開催 

  有効な企画書等を提出した者から、企画書等の説明を求めるために実施する。 

 (1) 日  時 平成２６年 ４月２３日（水）１４時～ 

 (2) 場  所 千葉労働局職業安定部会議室 千葉第二地方合同庁舎 ４階 

 (3) 内  容 事業企画書に基づく企画内容の説明及び質疑応答。パソコン、プロ

ジェクター等の機材は使用できないので、提出された事業企画書等

のみを用いた説明とする。 

 (4) 時  間 説明時間２０分、質疑応答時間１０分 

 (5) 出席者数 １事業者につき３名以内 

 (6) その他 応募多数の場合は、企画提案会開催前に「事業企画書の概要」に基づ

いて書類選考を実施する。 

書類選考の採否については、決定後文書等で連絡する。 

 


